
日 薬 業 発 第 1 6 3 号 
                                              平成 30 年 7 月 31 日 

 
 都道府県薬剤師会担当役員 殿 
 
                                          日 本 薬 剤 師 会 
                                              副会長 森  昌 平  
 

介護保険法等の改正による一定以上所得者の利用者負担の見直しについて 
 
平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律（平成 29 年法律第 52 号）の一部施行に伴い、平成 30 年 8 月 1 日から一

定以上所得者の利用者負担の見直しが行われ、2 割負担となる所得を有する者の

うち、特に所得の高いものについては利用者負担が 3 割となります。（別添 1） 
これにより、受給者負担が１～3 割と混在することになるため、各サービス事

業者においては、「負担割合証」にて利用者負担割合を確認する必要があります。 
また、当該改正に伴い、保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間

があるものの利用者負担等についても見直しが行われており、同じく平成 30 年

8 月 1 日に施行されます。（別添 2、3） 
貴会におかれましては、これら改正事項につき、貴会会員にご周知ください

ますようお願いいたします。 
 
 

（別添） 
１．地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行について 
 （平成 30 年 7 月 19 日付け老発 0719 第 1 号） 
 
２．介護保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について 
 （平成 30 年 7 月 30 日付け老発 0730 第 2 号） 
 
３．地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の施行につ

いて 
 （平成 30 年 7 月 30 日付け老発 0730 第 3 号） 
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老発０７１９第１号 

平成 30 年７月 19 日  

 

 

 都道府県知事 殿 

 

    

  厚生労働省老健局長  

（ 公 印 省 略 ） 

  
 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係政令の整備に関する政令の施行について 

 

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成 30年政令第 213号）」が本日公布され、

平成 30年８月１日から施行することとされた。 

改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村（特別

区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運

用に遺漏なきを期されたい。 

なお、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）等については、追って７月

中に改正する予定であることを申し添える。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29

年法律第 52号。以下「改正法」という。）の一部（平成 30年８月１日施行分）の施行

に伴い、必要な政令の整備を行うもの。 

 

第２ 改正の内容 

  現在、介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は原則１割、

一定以上所得者については２割としているところ、改正法により、平成 30年８月 1日

から２割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては利用者負担

を３割とすることとされている。その基準となる所得の算定方法と金額を以下の通り

定める。 
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【政令で定める基準について】 

 ３割負担の基準については、第１号被保険者である高齢者本人の合計所得金額が

220万円以上の場合とする。 

ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入＋その他の合計所得金額（※） 

が、 

・ 世帯に他の第１号被保険者がいない場合 340万円 

・ 世帯に第１号被保険者が２人以上いる場合 463万円 

未満の場合は、３割負担とはせず、２割負担又は１割負担とすることとする。 

※ 給与収入や事業収入等から、給与所得控除や必要経費を控除した額で、雑収入のうち、年金

収入に係るものを除いた額。 

なお、市町村民税非課税の者又は被保護者の場合は、上記に該当する場合であっ

ても一律１割負担とすることとしている。 

 

第３ 施行期日 

平成30年８月１日 



平成年月日 木曜日 第号官 報

第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の

百
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
」
を
加
え
、「
割
合
）」を
「
割

合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百

分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
三
市
町
村
特
例
割
合
」
と

い
う
。）で
除
し
て
得
た
割
合
）」に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第

一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の
二
十
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の

三
十
」
を
加
え
、「
割
合
。」を
「
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
三

市
町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
三
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
。」に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
第
五
十
九
条
の
二
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の
二
十
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
」
を
加
え
、「
割
合
。」を
「
割
合
、
法
第
六
十
条
第
三
項
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範

囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
第
三
市
町

村
特
例
割
合
」
と
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
三
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
。」に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
第
五
十
九
条
の
二
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、「
、
百
分
の
八
十
」
を
「
百

分
の
八
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
十
九
条
の
二
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、「
同
条
各
号
」
を
「
同

項
各
号
」
に
、「
第
三
項
」
を
「
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項
及
び
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五

十
九
条
の
二
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年

の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

５

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
百
二
十
万
円
と
す
る
。

６

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て

の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当
該
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
四
百
六
十
三
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
第
五
十
九
条
の
二
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の

百
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
」
を
加
え
、「
割
合
）」を
「
割

合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
第
三
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割

合
）」に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、「
同
条
各
号
」
を
「
同

項
各
号
」
に
、「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四

十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
零
と
す
る
。」の
下
に
「
第
七

項
第
一
号
及
び
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年

の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

６

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
百
二
十
万
円
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て

の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
四
百
六
十
三
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の

百
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
」
を
加
え
、「
割
合
）」を
「
割

合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百

分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
三
市
町
村
特
例
割
合
」
と

い
う
。）で
除
し
て
得
た
割
合
）」に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第

一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の
二
十
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の

三
十
」
を
加
え
、「
割
合
。」を
「
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
三

市
町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
三
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
。」に
改
め
る
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
七
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
十
三
号

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年

法
律
第
五
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、「
、
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分

の
八
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、「
同
条
各
号
」
を
「
同

項
各
号
」
に
、「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四

十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年

の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

６

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
百
二
十
万
円
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て

の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
四
百
六
十
三
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合





平成年月日 木曜日 第号官 報

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
第
五
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一

項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の
百
」
の
下
に
「
、
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第

五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
七
十
分
の
百
」
を
加
え
、「
割
合
）」を
「
割
合
、
同

法
第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定

に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割

合
）」に
改
め
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
第
三
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一

項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分
の
百
」
の
下
に
「
、
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第

五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
」
を
加
え
、「
割
合
）」を
「
割
合
、
同

法
第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定

に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割

合
）」に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、「
八
十
分

の
百
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
」を
加
え
、「
割
合
）」を「
割

合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
七
十

を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）」に
改
め
、
同
条
第
七
項

中
「
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」

に
改
め
、「
八
十
分
の
百
」
の
下
に
「
、
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
」
を
加
え
、「
割
合
）」を
「
割
合
、
同
法
第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条

第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百

分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）」に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
又
は
第
二
十
九
条
の
二
の
二

の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居

宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
た
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
た
同

法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
又
は
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
施
設
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
（
児
童
福
祉
法
施

行
令
第
二
十
七
条
の
四
に
お
け
る
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）は
、
施
行
日
以
後

に
支
給
決
定
障
害
者
等
（
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
受
け
た
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
五
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定

に
よ
る
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給
決

定
障
害
者
等
が
受
け
た
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
第
五
号
に

規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

施
行
令
（
以
下
「
新
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
四
十
三
条
の
五
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
四
十
三
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
新
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
五
第

六
項
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
者
が
受
け
た
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令

第
四
十
三
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に

よ
る
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
者
が
受
け
た
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
法

の
規
定
に
よ
る
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三
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令
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す
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○

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
額
の
合
計
額
が
支
給
限
度
額
を
超
過
す

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
額
の
合
計
額
が
支
給
限
度
額
を
超
過
す

る
場
合
の
当
該
支
給
額
の
算
定
方
法
）

る
場
合
の
当
該
支
給
額
の
算
定
方
法
）

第
十
六
条

法
第
四
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
十
六
条

法
第
四
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
計
額
が
同
項
に
規
定
す
る
百
分

一

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
計
額
が
同
項
に
規
定
す
る
百
分

の
九
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ

の
九
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

っ
て
は
百
分
の
八
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

、
百
分
の
八
十
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

て
は
百
分
の
七
十
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
第
三
号
の
場
合
を
除
く
。

）
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
第
三
号
の
場
合
を
除
く

）

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
地

。
）

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活

護
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

介
護
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当

る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
四
項
各
号
又
は
第
四
十
二
条
の

す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
四
項
各
号
又
は
第
四
十
二
条

二
第
二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用

の
二
第
二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費

の
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
当
該
額
を
当
該
居
宅
介
護
サ

用
の
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
当
該
額
を
当
該
居
宅
介
護

ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介

サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給

護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合

給
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

計
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得

合
計
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て

た
額
を
控
除
し
て
得
た
額

得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
同
条
各

同
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象

号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給

ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給
付
対
象

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
に

て
は
、
前
々
年
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合

得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同

に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年

じ
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十

法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十

三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の

五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
を
控
除
し

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同

て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

じ
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す

３

法
第
四
十
九
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す
る
。

る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
介
護
給
付
対
象

（
新
設
）

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

６

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
百
二
十
万
円
と

（
新
設
）

す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す

る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当

該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
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五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
四

百
六
十
三
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
二
十
二
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着

ス
等
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計

ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計

額
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
九
十
分
の
百
（
法

額
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
九
十
分
の
百
（
法

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、

の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を

、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百

同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て

を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い

市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
一
市
町
村
特
例
割
合

て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
一
市
町
村
特
例
割

」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

合
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分

る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百

の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お

分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に

い
て
「
第
二
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗

お
い
て
「
第
二
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規

定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が

定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
三
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う

。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等

２

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
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（
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

（
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（

）
が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
（
以
下
「
利
用
者
負
担

下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
（
以
下
「
利
用
者
負
担

世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
四
千
四
百
円
を
超
え
る
場
合
に
、
当
該

世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
四
千
四
百
円
を
超
え
る
場
合
に
、
当
該

月
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
（
被
保
護
者
を
除
く
。

月
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
（
被
保
護
者
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
支
給
す
る
も
の
と

以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
支
給
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
額
は
、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
四
万
四
千
四
百
円
を
控
除

し
、
そ
の
額
は
、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
四
万
四
千
四
百
円
を
控
除

し
て
得
た
額
に
要
介
護
被
保
険
者
按
分
率
（
要
介
護
被
保
険
者
が
当
該
月
に

し
て
得
た
額
に
要
介
護
被
保
険
者
按
分
率
（
要
介
護
被
保
険
者
が
当
該
月
に

あ
ん

あ
ん

受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算

受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算

額
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
利
用

額
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
利
用

者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

る
。

一

要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
次
号
に
規
定
す
る
特

一

要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
次
号
に
規
定
す
る
特

定
給
付
対
象
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
除
く
。
）
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合

定
給
付
対
象
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
除
く
。
）
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合

計
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

計
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合

る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適

る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
一
市
町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て

用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
一
市
町
村
特
例
割
合
を
控

得
た
割
合
を
第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項

除
し
て
得
た
割
合
を
第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
二
市
町
村
特

第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
二
市

例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た

町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し

割
合
。
次
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た

て
得
た
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百

額

分
の
百
か
ら
第
三
市
町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
三
市
町

村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
。
次
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二

（
略
）

二

要
介
護
被
保
険
者
が
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
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に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
（
以
下
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支

給
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ

き
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
給
付
対

象
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
、
当
該
特
定
給
付

対
象
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
地
域
密

着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
対
象
と
な
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当

該
要
介
護
被
保
険
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
額

三

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要

三

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要

支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
被
保
護
者
を
除
く
。
次
号
並

支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
被
保
護
者
を
除
く
。
次
号
並

び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同

び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
次
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付

じ
。
）
が
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
次
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付

対
象
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
除
く
。
）
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

対
象
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
除
く
。
）
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

、
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及

、
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及

び
特
例
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計
額
（
以
下
「
介
護
予

び
特
例
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計
額
（
以
下
「
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
九
十
分
の
十
（
法
第
五
十
九
条

防
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
九
十
分
の
十
（
法
第
五
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、

の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
法
第
六

同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
、

十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
同

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百

項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て

か
ら
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に

市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一

お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
の

項
に
お
い
て
「
第
一
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た

二
第
一
項
に
お
い
て
「
第
一
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し

割
合
を
第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
法
第
六
十
条
第
二

て
得
た
割
合
を
第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
法
第
六
十

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
同
項
に
規
定

条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
同
項

す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が

に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市

定
め
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
お
い

町
村
が
定
め
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項

て
「
第
二
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第

に
お
い
て
「
第
二
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
割

二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
。
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
三
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合
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
法
第
六
十
条
第
三
項

項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
同
項
に
規
定
す

る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定

め
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
お
い
て

「
第
三
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
三

市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
。
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項

、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

四

（
略
）

四

（
略
）

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

11

11

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
額
の
合
計
額
が
支
給
限
度
額
を
超
過
す

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
額
の
合
計
額
が
支
給
限
度
額
を
超
過
す

る
場
合
の
当
該
支
給
額
の
算
定
方
法
）

る
場
合
の
当
該
支
給
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
二
十
五
条

法
第
五
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
計
額
が
同
項
に
規
定
す
る
百
分

一

法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
計
額
が
同
項
に
規
定
す
る
百
分

の
九
十
（
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ

の
九
十
（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

っ
て
は
百
分
の
八
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

、
百
分
の
八
十
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

て
は
百
分
の
七
十
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ

）
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
第
三
号
の
場
合
を
除
く

。
）
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
第
三
号
の
場
合
を
除

。
）

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
二
項
各

く
。
）

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
二
項

号
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

各
号
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
当
該

準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
当

額
を
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

該
額
を
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
地
域
密
着
型
介

費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
地
域
密
着
型

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
法

五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
計
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九

第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
計
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の

十
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額

九
十
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額

二
・
三

（
略
）
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二
・
三

（
略
）

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、

第
二
十
九
条
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
同
条
各

同
項
各
号
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
予
防
給
付
対
象

号
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
予
防
給

ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
予
防
給
付
対
象

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項
及
び
第
六
項
第
一
号
に

て
は
、
前
々
年
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

２

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す

２

法
第
五
十
九
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す
る
。

る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
予
防
給
付
対
象

（
新
設
）

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

５

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
百
二
十
万
円
と

（
新
設
）

す
る
。

６

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

一

予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す

る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当

該
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十

五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
四

百
六
十
三
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

（
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
九
条
の
二
の
二

法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
二
十
九
条
の
二
の
二

法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
た
介
護
予

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
た
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
に
九
十
分
の
百
（
法

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
に
九
十
分
の
百
（
法

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、

の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を

、
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百

第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用

を
第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得

用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て

た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

得
た
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の

百
を
第
三
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11
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○

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
同
条
各

同
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象

号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給

ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給
付
対
象

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
に

て
は
、
前
々
年
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合

得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同

に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年

じ
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十

法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十

三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の

五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
を
控
除
し

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同

て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

じ
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す

３

法
第
四
十
九
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す
る
。

る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の

属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て

属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
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、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の

、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号

）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を

）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三

十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
七
項
第
一
号
及
び
次
条
第
七
項

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の

の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一

世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八

号
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八
十
万
円
）
に
満
た
な

十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

い
場
合

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

５

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
介
護
給
付
対
象

（
新
設
）

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

６

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
百
二
十
万
円
と

（
新
設
）

す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す

る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当

該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十

五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
四

百
六
十
三
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
二
十
二
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着

ス
等
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
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型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計

ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計

額
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
九
十
分
の
百
（
法

額
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
九
十
分
の
百
（
法

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、

の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を

、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百

同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て

を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い

市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
一
市
町
村
特
例
割
合

て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
一
市
町
村
特
例
割

」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

合
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分

る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百

の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お

分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に

い
て
「
第
二
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗

お
い
て
「
第
二
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規

定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が

定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
三
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う

。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等

２

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等

（
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

（
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（

）
が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
（
以
下
「
利
用
者
負
担

下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
（
以
下
「
利
用
者
負
担

世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
四
千
四
百
円
を
超
え
る
場
合
に
、
当
該

世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
四
千
四
百
円
を
超
え
る
場
合
に
、
当
該

月
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
（
被
保
護
者
を
除
く
。

月
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
（
被
保
護
者
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
支
給
す
る
も
の
と

以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
支
給
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
額
は
、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
四
万
四
千
四
百
円
を
控
除

し
、
そ
の
額
は
、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
四
万
四
千
四
百
円
を
控
除
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し
て
得
た
額
に
要
介
護
被
保
険
者
按
分
率
（
要
介
護
被
保
険
者
が
当
該
月
に

し
て
得
た
額
に
要
介
護
被
保
険
者
按
分
率
（
要
介
護
被
保
険
者
が
当
該
月
に

あ
ん

あ
ん

受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算

受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算

額
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
利
用

額
（
以
下
「
要
介
護
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
利
用

者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

る
。

一

要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
次
号
に
規
定
す
る
特

一

要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
次
号
に
規
定
す
る
特

定
給
付
対
象
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
除
く
。
）
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合

定
給
付
対
象
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
除
く
。
）
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合

計
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

計
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合

る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適

る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
一
市
町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て

用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
一
市
町
村
特
例
割
合
を
控

得
た
割
合
を
第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項

除
し
て
得
た
割
合
を
第
一
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
二
市
町
村
特

第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
第
二
市

例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た

町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し

割
合
。
次
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た

て
得
た
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百

額

分
の
百
か
ら
第
三
市
町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
三
市
町

村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
。
次
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

11

11
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○

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
十
五
条
の
五

高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し

第
二
十
五
条
の
五

高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し

た
額
（
以
下
「
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
高
額
障
害
児
通

た
額
（
以
下
「
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
高
額
障
害
児
通

所
給
付
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は

所
給
付
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は

、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
算
定
基
準
額
を

、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
算
定
基
準
額
を

控
除
し
て
得
た
額
に
通
所
給
付
決
定
保
護
者
按
分
率
（
通
所
給
付
決
定
保
護

控
除
し
て
得
た
額
に
通
所
給
付
決
定
保
護
者
按
分
率
（
通
所
給
付
決
定
保
護

あ
ん

あ
ん

者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る
額
及
び
購
入

者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る
額
及
び
購
入

、
借
受
け
又
は
修
理
（
第
四
号
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「

、
借
受
け
又
は
修
理
（
第
四
号
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「

購
入
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
補
装
具
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

購
入
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
補
装
具
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
補

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
補

装
具
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

装
具
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
つ
て
、
通
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が
使
用
す
る
も
の
に
係
る
第
四

で
あ
つ
て
、
通
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が
使
用
す
る
も
の
に
係
る
第
四

号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
を
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た

号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
を
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た

率
を
い
う
。
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

率
を
い
う
。
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及

五

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
十
九
条
第
一
項
の
規

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
に
限
る
。
）
が

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
に
限
る
。
）
が

同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
に
規

同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
に
規

定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
、
地

定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
、
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
及
び
施

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
及
び
施

設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
同
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
同
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防

（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
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サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
（
同
法
第
五
十
一

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
（
同
法
第
五
十
一

条
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

条
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
並
び
に
同
法
第

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
並
び
に
同
法
第

六
十
一
条
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ

六
十
一
条
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
介
護

ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額

予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額

に
九
十
分
の
百
（
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二

に
九
十
分
の
百
（
同
法
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定

第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
法
第

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項

四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ

又
は
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
七
十
分
の
百
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六

百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の

十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ

範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
法
第

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に

五
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ

お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
法
第
五
十
条
第

つ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百

二
項
又
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百

分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た

分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以

割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
き
支
給
さ
れ

下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同

た
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
並
び
に
同
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
高
額
介
護

法
第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合

サ
ー
ビ
ス
費
、
同
法
第
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
高
額
医
療
合
算
介
護

に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超

サ
ー
ビ
ス
費
、
同
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て

費
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ

得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
き
支
給

ー
ビ
ス
費
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額

さ
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
並
び
に
同
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
同
法
第
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
高
額
医
療
合
算

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
同
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
高
額
医
療
合
算
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額

②
～
⑥

（
略
）

②
～
⑥

（
略
）
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○

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
等
）

（
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
等
）

第
四
十
三
条
の
五

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
は
、
支
給
決
定
障
害

第
四
十
三
条
の
五

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
は
、
支
給
決
定
障
害

者
等
（
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
を
除

者
等
（
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合

算
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
」
と
い
う

算
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
」
と
い
う

。
）
が
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に

。
）
が
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に

支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
障

支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
支
給
決
定

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
支
給
決
定

障
害
者
等
按
分
率
（
支
給
決
定
障
害
者
等
が
同
一
の
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス

障
害
者
等
按
分
率
（
支
給
決
定
障
害
者
等
が
同
一
の
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス

あ
ん

あ
ん

に
係
る
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
購
入
等
を
し
た
補
装
具
に

に
係
る
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
購
入
等
を
し
た
補
装
具
に

係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
を
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除

係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
を
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除

し
て
得
た
率
を
い
う
。
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た

し
て
得
た
率
を
い
う
。
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の

三

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
に
限
る
。
）

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
に
限
る
。
）

が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
（

が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
（

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
介
護

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
除
く
。

予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
除
く
。

）
の
合
計
額
に
九
十
分
の
百
（
介
護
保
険
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
又

）
の
合
計
額
に
九
十
分
の
百
（
介
護
保
険
法
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五

は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八

十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、
同

十
分
の
百
、
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
二

法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
、
同
法
第
五
十

に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
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条
第
一
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て

は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の

得
た
割
合
、
同
法
第
五
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
が
適

百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合

用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百

、
同
法
第
五
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十

割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス

を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除

等
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た

し
て
得
た
割
合
、
同
法
第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定

額

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す

る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定

め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
居
宅
サ
ー

ビ
ス
等
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
合
計
額
を
控
除
し
て

得
た
額

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
は
、
支
給
決
定
障
害
者
（
前
条
第
五

６

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
は
、
支
給
決
定
障
害
者
（
前
条
第
五

項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
法
第

項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
法
第

七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
障
害
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
障
害
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
特
定
給
付
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
給

に
お
い
て
「
特
定
給
付
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
給

付
対
象
者
及
び
当
該
特
定
給
付
対
象
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
そ
の
配
偶

付
対
象
者
及
び
当
該
特
定
給
付
対
象
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
そ
の
配
偶

者
が
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
障

者
が
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
障

害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場

害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を

合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を

課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民

課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民

税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
又

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
又

は
当
該
特
定
給
付
対
象
者
及
び
当
該
特
定
給
付
対
象
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

は
当
該
特
定
給
付
対
象
者
及
び
当
該
特
定
給
付
対
象
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
そ
の
配
偶
者
が
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お

す
る
そ
の
配
偶
者
が
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お

い
て
被
保
護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

い
て
被
保
護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
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の
に
該
当
す
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ

の
に
該
当
す
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ

る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一

当
該
特
定
給
付
対
象
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
障
害
福
祉
相
当
介
護
保

一

当
該
特
定
給
付
対
象
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
障
害
福
祉
相
当
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ

険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス

ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
（
次
号
イ
に
お
い
て
「
居
宅

費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
（
次
号
イ
に
お
い
て
「
居
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
に
九
十
分
の
百
（
同
法
第

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
に
九
十
分
の
百
（
同
法
第

四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、

の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の

同
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の

百
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百

百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の

分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以

範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第

下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同

二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規

条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら

定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て

の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お

市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項

い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
お
い
て
「
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
用
」
と
い
う
。
）

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す

る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定

め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「

障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
用
」
と
い
う
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

７

前
項
第
二
号
ロ
の
「
障
害
福
祉
相
当
按
分
率
」
と
は
、
特
定
給
付
対
象
者

７

前
項
第
二
号
ロ
の
「
障
害
福
祉
相
当
按
分
率
」
と
は
、
特
定
給
付
対
象
者

が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
（
高

が
同
一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
（
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
介
護
予
防

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
除
く
。
）
の
合

サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
除
く
。
）
の
合

計
額
に
九
十
分
の
百
（
介
護
保
険
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十

計
額
に
九
十
分
の
百
（
介
護
保
険
法
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、

二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
法
第
五
十
条

同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
が
適

第
一
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百

用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第

分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
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六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ

の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
法
第

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お

五
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
法
第
五
十
条
第
二
項

て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の

又
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百

百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）

を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲

を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
っ
て
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
除

内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
法
第
五
十
条

し
て
得
た
率
を
い
う
。

第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百

分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下

の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ

て
得
た
額
を
も
っ
て
障
害
福
祉
相
当
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
除
し
て
得

た
率
を
い
う
。

８

（
略
）

８

（
略
）
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老発０７３０第２号 

平成 30 年７月 30 日  

 

 

 都道府県知事 殿 

 

    

  厚生労働省老健局長  

（ 公 印 省 略 ） 

  
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について 

 

「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成 30 年厚生労働省令第 95 号）」及び「介

護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担

限度額等の一部を改正する告示（平成 30 年厚生労働省告示第 291 号）」が本日公布され、平成 30

年８月１日から施行することとされた。 

これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村（特別

区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺

漏なきを期されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

介護保険の特定入所者介護（予防）サービス費の所得段階の判定基準となる合計所得金額に

ついて、税法上に設けられている控除の仕組みである長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特

別控除の額等を勘案すること等とする。 

なお、本改正の趣旨は、介護保険料の段階の判定に関する基準に係る見直しを行った介護保

険法施行令の一部を改正する政令（平成 28 年政令第 307 号）及び自己負担割合及び高額介護（予

防）サービス費の所得段階の判定に関する基準に係る見直しを行った介護保険法施行令等の一

部を改正する政令（平成 30 年政令第 56 号。以下「改正政令」という。）と同趣旨であることを

申し添える。 

（「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（平成 30 年４月１日施行）」（平成

28 年９月 14 日付け老発 0914 第２号厚生労働省老健局長通知）及び「介護保険法施行令等の一

部を改正する政令の公布について」（平成 30 年３月 22 日付け老発 0322 第 1 号）参照） 

 

第２ 改正の内容 

１ 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直し 

nakajima
Text Box
別添２
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介護保険制度においては、特定入所者介護（予防）サービス費の所得段階の判定に、所得を

測る指標として合計所得金額を用いている。この合計所得金額は、土地を譲渡した場合に生じ

る売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、被災地の防災集団移転促進

事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険に係

る自己負担額が高額になる場合がある。 

土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあるこ

とから、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととするよう、介護保険の

特定入所者介護（予防）サービス費の所得段階の判定に、現行の合計所得金額等から、租税特

別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控

除額（※）を控除して得た額を用いることとする。 

※ 具体的には、以下の（１）～（７）となる。 

（１） 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の 5,000 万円（最大） 

（２） 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万

円（最大） 

（３） 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円（最大） 

（４） 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の 800 万円（最大） 

（５） 居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円（最大） 

（６） 特定の土地（平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等であって所有期間が５年を超えるもの）を譲

渡した場合の 1,000 万円（最大） 

（７） 上記の１～６のうち２つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000 万円（最大） 

 

２ 公的年金等に係る雑所得を控除する見直し 

合計所得金額について、例えば年金収入のみの場合は、年金収入から公的年金等控除額を控

除した金額が合計所得金額となる。この公的年金等控除額は、１月１日時点で 65 歳以上の者

は 120 万円であり、合計所得金額のみで年金収入 120 万円以下の者の負担能力の差を付けるこ

とはできないため、特定入所者介護（予防）サービス費の判定においては、「公的年金等の収

入金額に合計所得金額を加えて得た額」を用いることで応能性を確保している。 

一方で、公的年金等控除額は、１月１日時点で 64 歳の者は 70 万円、65 歳以上である者は

120 万円であるため、同じ年金収入であっても、１月１日時点で 64 歳の者と 65 歳以上である

者で、特定入所者介護（予防）サービス費の判定の基準となる「公的年金等の収入金額に合計

所得金額を加えて得た額」に差が生じる場合がある。 

これを踏まえ、１の見直しとあわせて、特定入所者介護（予防）サービス費の所得指標とし

て、「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」から、年金収入に係る所得（所

得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 35 条第２項第１号に掲げる額）を控除した額を用いるこ

ととする。 

 

第３ 施行期日 

平成30年８月１日 



介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計

所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き

金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の

二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
二
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計

所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三

第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
三

十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計

額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額

に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
二
十
）
を

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
五
号

介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
五
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
七
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の

年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合

計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用

と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

（
予
定
保
険
料
収
納
率
の
算
定
方
法
）

（
予
定
保
険
料
収
納
率
の
算
定
方
法
）

第
百
四
十
一
条

市
町
村
は
、
予
定
保
険
料
収
納
率
（
令
第
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
予
定
保
険
料
収
納
率

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
特
別
徴
収
（
法
第
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
当
該
賦
課
し
た
保

険
料
額
が
全
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
と
し
て
見
込
む
も
の
と
し
、
普
通
徴
収
（
同
条
に
規
定
す
る
普
通
徴
収
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
に
お
け
る

過
去
の
普
通
徴
収
に
係
る
収
納
率
の
実
績
等
を
勘
案
し
て
そ
の
収
納
率
を
見
込
む
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
一
条

市
町
村
は
、
予
定
保
険
料
収
納
率
（
令
第
三
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
予
定
保
険
料
収
納
率

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
特
別
徴
収
（
法
第
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
当
該
賦
課
し
た
保

険
料
額
が
す
べ
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
と
し
て
見
込
む
も
の
と
し
、
普
通
徴
収
（
同
条
に
規
定
す
る
普
通
徴
収
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
に
お
け

る
過
去
の
普
通
徴
収
に
係
る
収
納
率
の
実
績
等
を
勘
案
し
て
そ
の
収
納
率
を
見
込
む
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
令
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
令
第
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
補
正
第
一
号
被
保
険
者
数
の
算
定
方
法
）

（
補
正
第
一
号
被
保
険
者
数
の
算
定
方
法
）

第
百
四
十
二
条

（
略
）

第
百
四
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
令
第
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
令
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計
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所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き

金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の

二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
二
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の

年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合

計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三

第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
三

十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計

額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額

に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
二
十
）
を

乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用

と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

（
介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
市
町
村
が
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
額
の
算
定
方
法
）

（
市
町
村
が
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
額
の
算
定
方
法
）

第
一
条

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
。
以
下
「
算
定

政
令
」
と
い
う
。）第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
毎
年
度
市
町
村
が
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り

入
れ
る
額
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下「
施
行
令
」

と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
十
項
又
は
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と

が
、
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
明
ら
か
に
な
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）に
係
る
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
が
施
行
令
第
三
十
八
条
第
十
項
に
定
め
る

基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を
賦
課
し
、
又
は
施
行
令
第
三
十
九
条
第
五

項
に
定
め
る
基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
り
減
額

す
る
こ
と
と
な
る
保
険
料
の
額
を
合
計
し
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
施
行
令
第

三
十
八
条
第
十
項
に
定
め
る
基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を
賦
課
し
、
又

は
施
行
令
第
三
十
九
条
第
五
項
に
定
め
る
基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を

賦
課
す
る
こ
と
に
よ
り
減
額
し
た
保
険
料
の
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
合
計
額
）
と
す
る
。

第
一
条

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
。
以
下
「
算
定

政
令
」
と
い
う
。）第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
毎
年
度
市
町
村
が
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り

入
れ
る
額
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下「
施
行
令
」

と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
十
一
項
又
は
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と

が
、
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
明
ら
か
に
な
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）に
係
る
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
が
施
行
令
第
三
十
八
条
第
十
一
項
に
定
め

る
基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を
賦
課
し
、
又
は
施
行
令
第
三
十
九
条
第

五
項
に
定
め
る
基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
り
減

額
す
る
こ
と
と
な
る
保
険
料
の
額
を
合
計
し
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
施
行
令

第
三
十
八
条
第
十
一
項
に
定
め
る
基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
を
賦
課

し
、
又
は
施
行
令
第
三
十
九
条
第
五
項
に
定
め
る
基
準
に
従
い
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保

険
料
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
り
減
額
し
た
保
険
料
の
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
合
計
額
）と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報
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老発０７３０第３号 

平成 30 年７月 30 日  

 

 

 都道府県知事 殿 

 

    

  厚生労働省老健局長  

（ 公 印 省 略 ） 

  
 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の施行について 

 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成30年厚生労働省令第96号）」

及び「介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項

の規定により算定する額の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 283 号）」が

公布され、平成 30 年８月１日から施行することとされた。 

これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町

村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、

その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29

年法律第 52 号。以下「改正法」という。）の一部（平成 30 年８月１日施行分）の施行

に伴い、必要な省令等の整備を行うもの。 

 

第２ 改正の内容 

１ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 

  介護保険の利用者負担割合の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う。 

 

 

nakajima
Text Box
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また、介護保険制度では、市町村の介護保険財政の安定的運営や、保険料負担の公平

性を図るといった観点から、保険料を確実に徴収するため、保険料を滞納し、その徴収

権の時効が消滅した期間がある方については、その期間に応じて給付割合を７割に制限

することとしている。今般の現役並みの所得を有する者の介護保険の利用者負担割合を

２割から３割とすることに伴い、この給付減額措置が果たす未収納対策としての役割が

維持されるよう、現役並みの所得を有する者に対する給付減額措置として、給付割合を

６割に制限する（負担割合を４割とする）こととしている。 

これに伴い、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の様式を別紙のとおり改正

することとする。 

 

２ 介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の

規定により算定する額の一部を改正する件の改正内容 

介護保険の利用者負担の見直しに伴い、居宅介護住宅改修費の上限額の算定におい

ても、同様の見直しを行うこととする。 

 

第３ 施行期日 

平成30年８月１日 



地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
証
明
書
の
様
式
）

（
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
二
条
の
二
十
五

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
一
号
及
び
様
式

第
十
一
号
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
十
五

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

（
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

第
七
十
三
条

法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
福

祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
基
準
額
か
ら
、
当
該
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
額
管
理
期
間
中
に
購
入

し
た
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
に
つ
き
既
に
支
給
さ
れ
た
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
介

護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得

た
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
七
十
三
条

法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
福

祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
基
準
額
か
ら
、
当
該
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
額
管
理
期
間
中
に
購
入

し
た
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
に
つ
き
既
に
支
給
さ
れ
た
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
介

護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
八
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

（
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

第
七
十
六
条

法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の
額
の
合
計

額
か
ら
第
三
号
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
七
十
六
条

法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の
額
の
合
計

額
か
ら
第
三
号
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
住
宅
改
修
を
行
っ
た
と
き
に
現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
現
住
宅
」
と
い
う
。）以
外
の
住
宅
で
あ
っ
て
現
住
宅
が
所
在
す
る
市
町
村
に
所
在
す
る
も
の
に
係
る
当

該
住
宅
改
修
と
同
一
の
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
て

既
に
支
給
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
七
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

二

居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
住
宅
改
修
を
行
っ
た
と
き
に
現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
現
住
宅
」
と
い
う
。）以
外
の
住
宅
で
あ
っ
て
現
住
宅
が
所
在
す
る
市
町
村
に
所
在
す
る
も
の
に
係
る
当

該
住
宅
改
修
と
同
一
の
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
当
該
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
て

既
に
支
給
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

三

現
住
宅
に
係
る
当
該
住
宅
改
修
と
同
一
の
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
当
該
居
宅
要
介
護

被
保
険
者
に
対
し
て
既
に
支
給
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
五

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

三

現
住
宅
に
係
る
当
該
住
宅
改
修
と
同
一
の
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
当
該
居
宅
要
介
護

被
保
険
者
に
対
し
て
既
に
支
給
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
五

十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

２

（
略
）

２

（
略
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

第
八
十
三
条

法
第
五
十
条
各
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
十
三
条

法
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
六
号

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介

護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
七
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信



別紙１



２

過
去
に
法
第
五
十
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て

第
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、第
九
十
二
条
及
び
第
九
十
五
条
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
七
十
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
、「
七
十
分
の
百
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て

市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の

百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除

し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分

の
七
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
」
と
す
る
。

２

過
去
に
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
七
十
三
条
並
び
に
第

七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
九
十
分

の
百
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
割
合
を
定
め
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該

割
合
で
除
し
て
得
た
額
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
分
の
百
」
と
す
る
。

（
削
る
）

３

過
去
に
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
七
十
三
条
並
び
に
第

七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
八
十
分

の
百
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
割
合
を
定
め
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該

割
合
で
除
し
て
得
た
額
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
」
と
す
る
。

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計

所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き

金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計

所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き

金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報



ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の

二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込

み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供

に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額

が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の

二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
二
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の

年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合

計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

（
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

第
九
十
二
条

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
福

祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
基
準
額
か
ら
、
当
該
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
額
管
理
期
間
中
に
購
入

し
た
特
定
福
祉
用
具
に
つ
き
既
に
支
給
さ
れ
た
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
居
宅
介
護
福

祉
用
具
購
入
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

八
十
分
の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
九
十
二
条

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
福

祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
基
準
額
か
ら
、
当
該
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度
額
管
理
期
間
中
に
購
入

し
た
特
定
福
祉
用
具
に
つ
き
既
に
支
給
さ
れ
た
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
居
宅
介
護
福

祉
用
具
購
入
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十

分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

（
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
の
上
限
額
の
算
定
方
法
）

第
九
十
五
条

法
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の
額
の
合
計

額
か
ら
第
三
号
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
九
十
五
条

法
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の
額
の
合
計

額
か
ら
第
三
号
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
住
宅
改
修
を
行
っ
た
と
き
に
現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
現
住
宅
」
と
い
う
。）以
外
の
住
宅
で
あ
っ
て
、
現
住
宅
が
所
在
す
る
市
町
村
に
所
在
す
る
も
の
に
係
る

当
該
住
宅
改
修
と
同
一
の
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
既
に
支
給
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
介
護

予
防
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
八
十
分
の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た

額
の
合
計
額

二

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
住
宅
改
修
を
行
っ
た
と
き
に
現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
現
住
宅
」
と
い
う
。）以
外
の
住
宅
で
あ
っ
て
、
現
住
宅
が
所
在
す
る
市
町
村
に
所
在
す
る
も
の
に
係
る

当
該
住
宅
改
修
と
同
一
の
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
既
に
支
給
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
介
護

予
防
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

八
十
分
の
百
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

三

当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
現
住
宅
に
係
る
当
該
住
宅
改
修
と
同
一
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
す
る
費
用

に
つ
い
て
既
に
受
給
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
四
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
百
）
を
乗
じ
た
額
の
合
計
額

三

当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
現
住
宅
に
係
る
当
該
住
宅
改
修
と
同
一
種
類
の
住
宅
改
修
に
要
す
る
費
用

に
つ
い
て
既
に
受
給
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
の
額
に
九
十
分
の
百
（
法
第
四
十
九
条

の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
百
）
を
乗
じ
た
額
の
合
計
額

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

第
九
十
七
条

法
第
六
十
条
各
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
九
十
七
条

法
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

過
去
に
法
第
六
十
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て

第
七
十
三
条
、
第
七
十
六
条
第
三
号
及
び
第
九
十
五
条
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
七
十
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
、「
七
十
分
の
百
、
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町

２

過
去
に
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
支
援
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
九
十
二
条
並
び
に
第

九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
九
十
分

の
百
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
割
合
を
定
め
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該

割
合
で
除
し
て
得
た
額
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
分
の
百
」
と
す
る
。

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
削
る
）

３

過
去
に
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
支
援
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
九
十
二
条
並
び
に
第

九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
八
十
分

の
百
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
割
合
を
定
め
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該

割
合
で
除
し
て
得
た
額
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
」
と
す
る
。

村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を

同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て

得
た
割
合
、
同
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
七

十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
」
と
す
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
額
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
額
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二

（
略
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
が
同
項
の
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
居
宅
要
支
援

被
保
険
者
等
（
次
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
を
除
く
。）に
係
る
第
一
号
事
業
支
給
費
（
法
第
百

十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
支
給
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
第
一
項
又

は
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

八
十
」
と
、
前
項
中
「
百
分
の
九
十
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
か
ら
」
と
す
る
。

４

法
第
五
十
九
条
の
二
本
文
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
に
係
る
第

一
号
事
業
支
給
費
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
支
給
費
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）に
つ
い
て
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九

十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
」
と
、
前
項
中
「
百
分
の
九
十
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
か
ら
」

と
す
る
。

５

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
が
同
項
の
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
居
宅
要
支
援

被
保
険
者
等
に
係
る
第
一
号
事
業
支
給
費
に
つ
い
て
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
」
と
、
第
三
項
中「
百
分
の
九
十
か
ら
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
か
ら
」
と
す
る
。

（
新
設
）

（
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
）

（
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
）

第
百
七
十
二
条
の
二

第
八
十
三
条
の
五
、
第
八
十
三
条
の
六
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。）、
第
八
十
三
条
の
七

及
び
第
八
十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入

所
者
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
を
い
う
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
二
条
の
二

第
八
十
三
条
の
五
、
第
八
十
三
条
の
六
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。）、
第
八
十
三
条
の
七

及
び
第
八
十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入

所
者
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
を
い
う
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

（
略
）

（
略
）

第
八
十
三
条
の
五

（
略
）

（
略
）

九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
八
十
分
の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分

の
三
十
）

九
十
分
の
十

九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八

十
分
の
二
十
）

九
十
分
の
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

第
八
十
三
条

法
第
五
十
条
各
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
十
三
条

法
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計

所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き

金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の

二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込

み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供

に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額

が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、前
々

年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合
計

所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら

特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き

金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除

し
て
得
た
額
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の

二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
二
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の

年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合

計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

（
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

第
七
条

特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

第
七
条

特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
法
第
五

十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適

用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定
す
る
調
整
基
準
標
準

給
付
費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
、
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
八
十
分

の
二
十
に
相
当
す
る
額
及
び
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の

二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
七
十
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
三

に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

二

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
法
第
五

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介

護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定
す
る
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法
第
四

十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額

及
び
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の

に
限
る
。）の
八
十
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
災
害
等
に
よ
る
法
第
五
十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
、
第
二
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
の
十
分
の

八
以
内
の
額

当
該
災
害
等
に
よ
る
法
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

三

（
略
）

三

（
略
）

（
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

第
七
条

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

第
七
条

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
介
護
保

険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規

定
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定

す
る
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
同
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十

条
の
六
十
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る

額
、
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四

十
条
の
六
十
三
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
八
十
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
及
び

調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十
条

の
六
十
三
の
二
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
七
十
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額

の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
災
害
等
に
よ
る
同
令
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第

三
項
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
の
十
分
の
八
以
内

の
額

二

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
介
護
保

険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
に

よ
り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定
す
る
調
整
基

準
標
準
事
業
費
額
（
同
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十
条
の
六
十
三

の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
及
び
調
整
基
準
標
準
事

業
費
額
（
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第

四
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
八
十
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
三
に
相

当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
災
害
等
に
よ
る
同
令
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
三
項
の
適
用
に
よ

り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

三

（
略
）

三

（
略
）

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報



平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。





別紙２








